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また、令和６(2024)年度から、河川を通じて海域へ流出するごみの実態調査を実施しており、調査

結果を踏まえた効果的な海洋ごみ対策を検討するとともに、多様な主体との連携・協働の下、県民  

総参加による環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指している。 

 

＜山口県循環型社会形成推進基本計画＞ 

県では、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に向けた取組を推進し、次世代により良い環境を

残すため、廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤となる「山口県循環型

社会形成推進条例」を平成16(2004)年３月に制定している。この条例では、循環型社会の形成を進め

る上での基本原則や、県・事業者・県民の責務を明らかにするとともに、循環型社会の形成に関する

基本的施策や循環資源の循環的な利用の促進のための具体的施策などを規定している。 

平成18(2006)年３月には同条例及び廃棄物処理法に基づき、「山口県循環型社会形成推進基本計画」

を策定し、これまで社会情勢の変化に応じて、第３次計画まで見直しを行いながら、循環型社会の  

形成に関する施策を推進してきた。 

第４次計画（令和３(2021)年３月策定）では、国の「第４次循環型社会形成推進基本計画」、「山口

県環境基本計画（第４次計画）」等を踏まえ、低炭素社会づくりや自然共生社会づくりに向けた取組と

も連携を図りながら、「自助」「共助」「公助」の視点に基づいて、循環型社会の形成を一層推進するこ

ととしている。 

また、本計画の推進に当たっては、県民、事業者、行政等の各主体が自らの役割を十分に理解し、

連携・協働して積極的に取り組むこととしている。 

なお、令和７(2025)年度は第４次計画を改定することとしている。 

 

【山口県循環型社会形成推進基本計画（第４次計画）の概要】 

  

 計画期間  

令和３(2021)年度～令和７(2025)年度（５年間） 

 対象廃棄物等  

廃棄物、未利用資源 

 基本方針  

３Ｒの推進、廃棄物の適正処理の推進、廃棄物の適正処理体 

制の確保、循環型社会を担う人づくり・地域づくりの推進 

 目  標  

一般廃棄物の減量に関する目標 ５項目 

産業廃棄物の減量に関する目標 ３項目 

 取組指標  

目標の達成に向けた指標 19 項目 

 施策の展開  

一般廃棄物循環プラン、産業廃棄物循環プラン、循環型社会を担う人づくり・地域づくりプラン 

 重点プロジェクト  

ぶちエコやまぐち３Ｒ県民運動の推進、次世代を担う資源循環型産業の強化、廃棄物の適

正処理の推進、海洋ごみ対策の充実強化 

 個別計画  

山口県食品ロス削減推進計画、山口県ごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化計画 
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第２章  循環型社会の形成 

第１節  最近の動向及び関連する県の計画 

国は、令和６(2024)年８月に「第五次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定し、循環経済への

移行を国家戦略として位置付けた上で、重要な方向性として、循環型社会形成に向けた循環経済への

移行による持続可能な地域と社会づくり、資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体

での徹底的な資源循環、多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現、資源循環・廃棄物

管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行、適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の

海外展開の推進など総合的に施策を実行することとしている。 

また、国際的に課題となっているマイクロプラスチックなどによる海洋汚染の問題に対応するため、

平成30(2018)年６月に海岸漂着物処理推進法を改正するとともに、令和元(2019)年５月には、気候 

変動問題等の幅広い課題にも対応するため、３Ｒ＋Renewable（再生可能資源への活用）を基本原則と

したプラスチック資源循環戦略を策定し、令和４(2022)年４月の「プラスチック資源循環促進法」の

施行により、プラスチックの資源循環体制の構築を目指している。 

一方、県では、令和３(2021)年３月に「第４次山口県循環型社会形成推

進基本計画」を策定し、４つの重点プロジェクトを中心とした循環型社会

の形成に向けた各種施策を展開している。 

重点プロジェクトのうち、「ぶちエコやまぐち３Ｒ県民運動の推進」では、

食品ロス削減の普及啓発や、一度だけ使われて廃棄されるプラスチック 

製品いわゆる「ワンウェイプラスチック」削減に向け、繰り返し使用が  

可能な「クリーニングマイバッグ」の利用促進など、県民、事業者、関係団

体、行政等が連携・協働して、廃棄物の３Ｒに関する県民総参加の機運を醸

成し、ごみの減量化や循環利用を促進している。 

今後は、関係団体と連携し、宿泊施設で提供されるワンウェイプラスチ

ック削減に取り組むこととしている。 

「次世代を担う資源循環型産業の強化」では、廃棄物の３Ｒ等に関する 

事業者の取組について、地域特性を活かした地域循環圏の構築を目指し、技術開発から製品認定・普及

までの各段階で切れ目ない支援による資源循環型産業の育成強化を図っており、特に、ＡＩ、ＩｏＴ等

の新技術や発電等のエネルギー起源ＣＯ２削減効果のある設備を搭載した施設整備に対して補助制度を

拡充して支援している。 

また、今後は、プラスチックごみの減量化と脱炭素化を図るた

め、民間提案により、プラスチックの資源回収・再資源化モデル

の実証事業を実施することとしている。 

「廃棄物の適正処理の推進」では、ドローンによる廃棄物  

測量システムを活用し、俯瞰的な不法投棄等の調査を行うなど、

全県的な監視・情報収集体制の一層の充実を図るとともに、  

排出事業者の法令遵守の意識醸成や産業廃棄物処理業者との 

相互連携を目的としたセミナーを開催し、優良産廃処理事業者

の育成等に取り組んでいる。 

「海洋ごみ対策の充実強化」では、令和３(2021)年３月に改定

した「やまぐち海洋ごみアクションプラン」（山口県海岸漂着物等対策推進地域計画）に基づき、海洋

ごみの回収・処理及び大学や企業等の多様な主体が連携した発生抑制対策などを推進することとして

いる。 

クリーニングマイバッグ 
利用促進リーフレット 

「ONE FOR OCEAN～海洋プラスチック 
ごみアップサイクル事業～」 

（買い物かご導入セレモニーの様子） 
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表２－１ ごみ焼却施設等の整備状況 （R7.4月現在） 

広域圏名 設置主体名 市町名 
処理能力 
（t/日） 

エネルギー活用 

岩国 岩国市 岩国、和木 160 発電、場外給湯 

柳井 
周東環境衛生組合 
周防大島町 

柳井、上関、平生、田布施、
周防大島 

138 
22 

 

周南 周南地区衛生施設組合 周南、下松、光 330 発電、場外給湯 

山口・防府 
山口市 
防府市 

山口 
防府 

220 
150 

発電、場外給湯 
発電 

宇部・山陽小野田 
宇部市 
山陽小野田市 
美祢市 

宇部 
山陽小野田 
美祢 

198 
90 
28 

発電、場外給湯 
 
（固形燃料化） 

下関 下関市 下関 350 発電 

萩・長門 萩・長門清掃一部事務組合 萩、長門、阿武 104 発電 

計   1,790  

 

(2) し尿の処理状況 

令和５(2023)年度のし尿の処理状況は、360千キロリ

ットルがし尿処理施設、50千キロリットルが下水道投

入により処理されている。 

し尿の令和５(2023)年度の総排出量は、414千キロ 

リットルであり、また、内訳を令和４(2022)年度と比較

すると、し尿及び浄化槽汚泥の処理量並びに自家処理量

は横ばい傾向にある。 

し尿処理施設は、県内の12市町、１組合に、16施設設

置されている。 

 

 

 

 

(3) 広域的なごみ処理の推進 

市町では、地域の実情を踏まえ、効率的なごみ処理を行うため、広域的な一般廃棄物処理施設の

整備を進めている。 

こうした中、市町が策定する一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の減量化、資源化、適正

処理等が推進されるよう指導を行うとともに、「山口県ごみ処理施設の広域化及びごみ処理施設の

集約化計画」に基づき、廃棄物処理施設等の計画的な施設整備が促進されるよう技術的支援及び指

導を行っている。 

 

表２－２ 廃棄物処理施設整備事業（令和７年度） 

事業主体 施設区分 規模等 事業年数 

周防大島町 ごみ焼却施設の基幹的設備改良 22t／日 R6～R9 

 

  

図２－３ し尿の処理状況（令和５年度） 

浄化槽汚泥 し尿処理施設

下水道投入

し尿

ごみ堆肥化施設

自家処理 その他

注）四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

2.4

（単位：千ｋＬ／年）

359.6

1.1

1.0

82.1

50.0

329.6
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第２節  廃棄物処理に関する現状 

１１．．一一般般廃廃棄棄物物  
 
(1) ごみの処理状況 

令和５(2023)年度のごみの処理状況は、総排出量454千トンのうち352千トンが直接焼却処理、 

６千トンが直接埋立処理、70千トンが焼却以外の中間処理、20千トンが直接資源化により処理され

ており、市町による資源化と、集団回収を合わせたリサイクル量は、98千トンである。 

令和５(2023)年度のごみのリサイクル率は、令和４(2022)年度に比べ1.1ポイント減の21.6％と

なった。（全国第10位） 

ごみ処理施設の整備状況は、焼却施設が10施設、固形燃料化施設が１施設設置されている。 

最終処分場の整備状況は、令和５(2023)年度末で35施設、残存容量の総計は856千 m3である。  

残存容量と最終処分量から推計される県全体としての残余年数は、約35年分となっている。 

本県では、産学公の連携により、平成14(2002)年度から市町・一部事務組合のごみ焼却施設から

排出される焼却灰等のセメント原料化の取組を進めてきたことで、最終処分量は減少し、高いリサ

イクル率を維持している。 

 

図２−１ ごみ処理の状況（令和５年度） 

 

 

図２−２ ごみ処理の推移 

 

※R4年度集計より国のリサイクル率算定方法が統一され、ごみ発電等、ＣＯ２を排出する熱エネルギーの回収が対象外となった。 

集団回収量 再生利用量
6.1 98.1
(1.4%) (21.6%)

直接資源化量 処理後
19.7 再生利用量
(4.3%) 72.2

(15.9%)
総排出量 焼却以外の 処理残さ量
454.2 中間処理量 78.5
(100%) 70.3 (17.3%) 処理残さ

収集及び (15.5%) 最終処分量
直接搬入量 焼却処理量 6.3
448.1 直接焼却量 374.5 (1.4%)
(98.6%) 351.9 (82.4%)

(77.5%) 減量化量
335.9

焼却残さ (73.9%)
最終処分量

7.8
(1.7%)

自家消費量 直接最終処分量 最終処分量
1.0 5.9 20.0

（単位：t／年） (1.3%) (4.4%)

注１）（　）は排出量に対する割合を示す。
注２）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
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表２－１ ごみ焼却施設等の整備状況 （R7.4月現在） 

広域圏名 設置主体名 市町名 
処理能力 
（t/日） 

エネルギー活用 

岩国 岩国市 岩国、和木 160 発電、場外給湯 

柳井 
周東環境衛生組合 
周防大島町 

柳井、上関、平生、田布施、
周防大島 

138 
22 

 

周南 周南地区衛生施設組合 周南、下松、光 330 発電、場外給湯 

山口・防府 
山口市 
防府市 

山口 
防府 

220 
150 

発電、場外給湯 
発電 

宇部・山陽小野田 
宇部市 
山陽小野田市 
美祢市 

宇部 
山陽小野田 
美祢 

198 
90 
28 

発電、場外給湯 
 
（固形燃料化） 

下関 下関市 下関 350 発電 

萩・長門 萩・長門清掃一部事務組合 萩、長門、阿武 104 発電 

計   1,790  

 

(2) し尿の処理状況 

令和５(2023)年度のし尿の処理状況は、360千キロリ

ットルがし尿処理施設、50千キロリットルが下水道投

入により処理されている。 

し尿の令和５(2023)年度の総排出量は、414千キロ 

リットルであり、また、内訳を令和４(2022)年度と比較

すると、し尿及び浄化槽汚泥の処理量並びに自家処理量

は横ばい傾向にある。 

し尿処理施設は、県内の12市町、１組合に、16施設設

置されている。 

 

 

 

 

(3) 広域的なごみ処理の推進 

市町では、地域の実情を踏まえ、効率的なごみ処理を行うため、広域的な一般廃棄物処理施設の
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集約化計画」に基づき、廃棄物処理施設等の計画的な施設整備が促進されるよう技術的支援及び指

導を行っている。 

 

表２－２ 廃棄物処理施設整備事業（令和７年度） 

事業主体 施設区分 規模等 事業年数 

周防大島町 ごみ焼却施設の基幹的設備改良 22t／日 R6～R9 

 

  

図２－３ し尿の処理状況（令和５年度） 

浄化槽汚泥 し尿処理施設

下水道投入

し尿

ごみ堆肥化施設
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注）四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。
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図２－６ 産業廃棄物処理の状況（令和５年度） 

 

 

(3) 産業廃棄物処理業者及び処理施設の状況 

産業廃棄物処理業許可業者数及び産業廃棄物処理施設数の推移は、下表のとおりである。 

 

表２－３ 産業廃棄物処理業者数の推移 （R7.3月末現在） 

 
年度別許可業者数 

R2 R3 R4 R5 R6 

産
業
廃
棄
物
処
理
業 

収集運搬業 3,234 3,307 3,329 3,400 3,304 

処
分
業 

中間処理 184 183 182 179 173 

最終処分 19 19 18 17 16 

中間処理最終処分 25 25 25 25 25 

計 228 227 225 221 214 

特
別
管
理
産
業 

廃
棄
物
処
理
業 

収集運搬業 479 485 500 506 500 

処
分
業 

中間処理 16 16 16 16 15 

中間処理最終処分 1 1 1 1 1 

計 17 17 17 17 16 

再
生
利

用
業 

再生輸送業 2 2 2 2 2 

再生活用業 19 19 19 19 19 

 

  

（単位：千t／年）

総排出量 有償物量 再生利用量
6,784.5 386.5 4,071.1
<100%> <5.7%> <60.0%>

直接再生利用量 処理後再生利用量

374.6 3,310.0
<5.5%> <48.8%>

中間処理量 処理残さ量
5,830.6 3,434.3
<85.9%> <50.6%>

排出量 減量化量 処理後最終処分量

6,398.0 2,396.2 123.1
<94.3%> <35.3%> <1.8%>

直接最終処分量 最終処分量
192.6 315.7
<2.8%> <4.7%>

その他量
1.4

<0.02%>

注１）< >発生量に対する割合を示す。

注２）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
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２２．．産産業業廃廃棄棄物物  
 

(1) 産業廃棄物等の排出状況 

産業廃棄物排出量等の実態調査結果によると、令和５(2023)年度における産業廃棄物等の総排出

量及び処理量は、6,785千トンである。 

種類別排出量は、汚泥が2,472千トン（36.4％）と最も多く、次いでがれき類1,233千トン（18.2％）、

ばいじん723千トン（10.7％）、燃え殻356千トン（5.2％）、動物のふん尿355千トン（5.2％）、    

木くず276千トン（4.1％）、金属くず257千トン（3.8％）となり、これら７種類で全体の84％を占め

ている。 

業種別排出量は、製造業が3,362千トン（49.6％）と最も多く、次いで建設業1,460千トン（21.5％）、

電気・水道業1,327千トン（19.6％）となり、これら３業種で全体の91％を占めている。 

地域別排出量は、周南地域が2,273千トン（33.5％）と最も多く、次いで、宇部・小野田地域1,466

千トン（21.6％）、山口・防府地域1,137千トン（16.8％）となっており、この３地域で総排出量全

体の72％を占めている。 

 

図２－４ 種類別の排出割合（令和５年度）  図２－５ 地域別の排出割合（令和５年度） 

 

 

 

 

(2) 産業廃棄物の処理状況 

令和５(2023)年度の総排出量は6,785千トンで、このうち脱水や焼却、破砕などの中間処理量は

5,831千トン（85.9％）、中間処理されることなく処分された量は、直接再生利用量が375千トン

（5.5％）、直接最終処分量が193千トン（2.8％）となっている。 

また、中間処理による減量化量は2,396千トン（35.3％）で、再生利用量（有償物量、直接再生 

利用量、処理後再生利用量の合計）は4,071千トン（60.0％）、最終処分量（直接最終処分量、処理

後最終処分量の合計）は316千トン（4.7％）、保管等その他量が１千トン（0.02％）となっている。 
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図２－６ 産業廃棄物処理の状況（令和５年度） 
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第３節  県の取組 

１１．．３３ＲＲのの推推進進  
 

(1) プラスチックごみ削減の推進 

国が策定した「プラスチック資源循環戦略」（令和元(2019)年５月）及び「プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律」（令和４(2022)年４月施行）を踏まえ、県民にライフスタイルの

変革を促し、ワンウェイプラスチック製品の使用抑制、プラスチック製品の繰り返し使用、使用

後の徹底した分別回収が進むよう、３Ｒ県民運動やレジ袋等容器包装廃棄物の削減の取組を進め

ている。 

 

ア ３Ｒ県民運動の推進 

県民、事業者、関係団体、市町等と連携・協働し、低炭素社会の形成等にも配慮して、家庭や

事業者でのごみ減量化に関する県民運動を全県的に展開している。 

特に、平成28(2016)年度からは県民総参加の機運醸成を図るため、レノファ山口 FCやよしもと

芸人とタイアップしたマイバッグ運動や食品ロス削減の啓発等を実施しており、令和７(2025) 

年度は関係団体の連携の下、宿泊施設で提供されるアメニティ等のワンウェイプラスチックの 

削減に取り組むこととしている。 

 

イ 容器包装廃棄物の削減 

県民、事業者及び市町から構成される「山口県容器包装廃棄物削減推進協議会」と連携・協働

し、容器包装廃棄物の３Ｒを推進する取組を進めており、令和７(2025)年３月末で84団体（事業

者：55、消費者団体：７、行政：22）が参加している。 

なお、当協議会での令和６(2024)年度のレジ袋辞退率は90.1％であった。 

 

(2) 食品ロス削減の推進 

「山口県食品ロス削減推進計画」に基づき、消費者団体、事業者、関係団体、行政から構成され

る「山口県食品ロス削減推進協議会」と連携・協働し、食品ロス削減に取り組む事業者を後押しす

る登録制度「やまぐち食べきり協力店」（対象：旅館・ホテル・飲食店、登録数：394店舗（令和７

(2025)年３月末現在））や「ぶちエコ食品ロス削減パートナー」（対象：食品関連事業者（製造、   

流通（卸売）、小売）等、登録数：23事業者（令和７(2025)年３月末現在））を推進するなど、食品

ロス削減の実践活動を展開している。 

また、令和６(2024)年度は、ラジオＣＭの放送、県内小中学校等を対象とした、食品ロス削減に

関する環境学習や啓発メッセージ（音声）の放送を実施した。 

 

(3) リユースの推進 

市町や事業者、民間団体と連携し、フリーマーケット等の開催や、リサイクルショップの利活用

などを通じた県民のリユースへの理解が進む機会が増えるよう取り組んでいる。 

 

(4) 資源循環型産業の育成支援 

廃棄物の３Ｒ（発生・排出抑制、再使用、再生利用等）による循環型社会形成の促進に向け、   

リサイクルに係る技術開発から施設整備、製品認定・普及拡大までの各段階における切れ目のない

支援を行うことにより、資源循環型産業の更なる育成を図っている。 
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表２－４ 産業廃棄物処理施設（令第７条１～14号）の推移 （R7.3月末現在） 

施設の種類 
年度別施設数 

R2 R3 R4 R5 R6 

汚泥の脱水施設  40  40  39  45  43 

汚泥の乾燥施設  3  3  3  1  1 

汚泥の焼却施設  22  22  24  24  23 

廃油の油水分離施設  4  4  4  4  4 

廃油の焼却施設  36  36  36  36  35 

廃酸・廃アルカリの中和施設  2  2  2  2  2 

廃プラスチック類の破砕施設  49  50  58  50  52 

廃プラスチック類の焼却施設  20  20  22  21  20 

木くず又はがれき類の破砕施設 204 204 217 172 172 

有害物質を含む汚泥のコンクリート固形化施設  0  0  0  0  0 

汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物分解施設  1  1  1  2  2 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設  2  2  2  2  2 

産業廃棄物の焼却施設  26  26  28  30  27 

産業廃棄物の最終処分場 

遮断型  0  0  0  0  0 

安定型  48  48  47  47  46 

管理型  12  12  12  12  12 

合計 469 470 495 448 441 

 

 

山口県では、海洋ごみ対策の一環として、河川から海域に流出するごみの実態を把握し、

その対策を検討するため、河川を流下するごみ量と組成等を調査しています。 

令和６(2024)年度調査の結果、ペットボトルやポリ袋などの生活系のプラスチックごみが

多く確認され、瀬戸内海へのプラスチックごみ流出量は、35.7t/年と推計されました。 

海洋ごみの中には我々が陸で捨てたごみが河川に流れ漂着したものも多いため、普段の 

生活の中で、河川や海洋にごみが流出しないように心がけましょう。 

 

  

河川ごみ実態調査～海洋ごみ削減に向けて～ コラム 

採取した河川流下ごみ 河川流下ごみの組成割合（個数） 
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第３節  県の取組 

１１．．３３ＲＲのの推推進進  
 

(1) プラスチックごみ削減の推進 

国が策定した「プラスチック資源循環戦略」（令和元(2019)年５月）及び「プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律」（令和４(2022)年４月施行）を踏まえ、県民にライフスタイルの

変革を促し、ワンウェイプラスチック製品の使用抑制、プラスチック製品の繰り返し使用、使用

後の徹底した分別回収が進むよう、３Ｒ県民運動やレジ袋等容器包装廃棄物の削減の取組を進め

ている。 

 

ア ３Ｒ県民運動の推進 

県民、事業者、関係団体、市町等と連携・協働し、低炭素社会の形成等にも配慮して、家庭や

事業者でのごみ減量化に関する県民運動を全県的に展開している。 

特に、平成28(2016)年度からは県民総参加の機運醸成を図るため、レノファ山口 FCやよしもと

芸人とタイアップしたマイバッグ運動や食品ロス削減の啓発等を実施しており、令和７(2025) 

年度は関係団体の連携の下、宿泊施設で提供されるアメニティ等のワンウェイプラスチックの 

削減に取り組むこととしている。 

 

イ 容器包装廃棄物の削減 

県民、事業者及び市町から構成される「山口県容器包装廃棄物削減推進協議会」と連携・協働

し、容器包装廃棄物の３Ｒを推進する取組を進めており、令和７(2025)年３月末で84団体（事業

者：55、消費者団体：７、行政：22）が参加している。 

なお、当協議会での令和６(2024)年度のレジ袋辞退率は90.1％であった。 

 

(2) 食品ロス削減の推進 

「山口県食品ロス削減推進計画」に基づき、消費者団体、事業者、関係団体、行政から構成され

る「山口県食品ロス削減推進協議会」と連携・協働し、食品ロス削減に取り組む事業者を後押しす

る登録制度「やまぐち食べきり協力店」（対象：旅館・ホテル・飲食店、登録数：394店舗（令和７

(2025)年３月末現在））や「ぶちエコ食品ロス削減パートナー」（対象：食品関連事業者（製造、   

流通（卸売）、小売）等、登録数：23事業者（令和７(2025)年３月末現在））を推進するなど、食品

ロス削減の実践活動を展開している。 

また、令和６(2024)年度は、ラジオＣＭの放送、県内小中学校等を対象とした、食品ロス削減に

関する環境学習や啓発メッセージ（音声）の放送を実施した。 

 

(3) リユースの推進 

市町や事業者、民間団体と連携し、フリーマーケット等の開催や、リサイクルショップの利活用

などを通じた県民のリユースへの理解が進む機会が増えるよう取り組んでいる。 

 

(4) 資源循環型産業の育成支援 

廃棄物の３Ｒ（発生・排出抑制、再使用、再生利用等）による循環型社会形成の促進に向け、   

リサイクルに係る技術開発から施設整備、製品認定・普及拡大までの各段階における切れ目のない

支援を行うことにより、資源循環型産業の更なる育成を図っている。 
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表２－４ 産業廃棄物処理施設（令第７条１～14号）の推移 （R7.3月末現在） 

施設の種類 
年度別施設数 

R2 R3 R4 R5 R6 

汚泥の脱水施設  40  40  39  45  43 

汚泥の乾燥施設  3  3  3  1  1 

汚泥の焼却施設  22  22  24  24  23 

廃油の油水分離施設  4  4  4  4  4 

廃油の焼却施設  36  36  36  36  35 

廃酸・廃アルカリの中和施設  2  2  2  2  2 

廃プラスチック類の破砕施設  49  50  58  50  52 

廃プラスチック類の焼却施設  20  20  22  21  20 

木くず又はがれき類の破砕施設 204 204 217 172 172 

有害物質を含む汚泥のコンクリート固形化施設  0  0  0  0  0 

汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物分解施設  1  1  1  2  2 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設  2  2  2  2  2 

産業廃棄物の焼却施設  26  26  28  30  27 

産業廃棄物の最終処分場 

遮断型  0  0  0  0  0 

安定型  48  48  47  47  46 

管理型  12  12  12  12  12 

合計 469 470 495 448 441 

 

 

山口県では、海洋ごみ対策の一環として、河川から海域に流出するごみの実態を把握し、

その対策を検討するため、河川を流下するごみ量と組成等を調査しています。 

令和６(2024)年度調査の結果、ペットボトルやポリ袋などの生活系のプラスチックごみが

多く確認され、瀬戸内海へのプラスチックごみ流出量は、35.7t/年と推計されました。 

海洋ごみの中には我々が陸で捨てたごみが河川に流れ漂着したものも多いため、普段の 

生活の中で、河川や海洋にごみが流出しないように心がけましょう。 

 

  

河川ごみ実態調査～海洋ごみ削減に向けて～ コラム 

採取した河川流下ごみ 河川流下ごみの組成割合（個数） 
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表２－５ 分別収集実績等（令和６年度） （単位：t） 

廃棄物 
計画 

収集量① 

分別収集 

実績② 

収集率 

②/① 

再商品化 

実績③ 

再商品化率 

③/② 

計画 

市町数 

実施 

市町数 

無色ガラス  2,379  1,920  81％  1,847  96％ 19 19 

茶色ガラス  3,018  3,089 102％  2,528  82％ 19 19 

その他ガラス  1,421  1,537 108％  1,040  68％ 19 19 

ペットボトル  2,552  2,859 112％  2,576  90％ 19 19 

その他紙  1,480  1,344  91％  1,208  90％ 10  6 

その他プラスチック 11,651 11,112  95％  9,962  90％ 16 14 

スチール缶  1,032   959  93％   776  81％ 19 19 

アルミ缶  1,751  1,939 111％  1,562  81％ 19 19 

紙パック   103   91  89％   91 100％ 16 11 

段ボール  5,958  5,287  89％  5,281 100％ 19 18 

合計 31,345 30,137  96％ 26,869  89％ － － 

注）四捨五入により合計が一致しない場合がある  

 ※参考（容器包装廃棄物の排出量の見込み72,872(Ａ)） 

令和６年度分別見込回収率（31,345／Ａ） 43.0％ 

令和６年度分別実績回収率（30,137／Ａ） 41.4％ 

 

オ 廃家電等のリサイクルの推進 

家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、資源有効利用促進法等に基づく、消費者、小売  

業者、再資源化業者等の適切な役割分担の下、排出、回収、リサイクル、適正処理が促進される

よう、市町等と連携し、普及啓発、指導を行っている。 

 

カ やまぐちエコタウンの推進 

県内市町の焼却施設から排出される焼却灰等について、有害なダイオキシン類の分解や塩分 

及び金属類等の除去を行い、普通セメントの原材料として再資源化する「ごみ焼却灰セメント 

原料化施設」が平成14(2002)年４月から稼動し、国内で初めて全県を対象に開発したリサイクル

システムとして実用化している。 

現在、県内18市町から排出され、原料化された処理灰等は、県内のセメント工場において、  

セメント原料である粘土の代替材として活用されている。 

 

キ 産業廃棄物税の活用 

県では、平成16(2004)年４月から産業廃棄物税を導入し、その税収を活用して、産業廃棄物の

排出抑制や減量化、リサイクルの促進を図り、循環型社会の形成に向けた取組を進めている。 

 

表２－６ 産業廃棄物税の税収額の推移と活用状況                      (単位：万円) 

年度 
H16 

～20 
H21 

～25 
H26 

～30 
R1 

～5 
R6 

～R7 

  
H16 

～R7 R6 
R7 

(予算) 

税収額 124,504 111,374 116,743 104,244 32,531 16,031 16,500 489,396 

使
途
（
※
） 

環境インフラ整備の支援 
・東見初処分場：H20.11供用開始 
・新南陽処分場：H26. 4供用開始 

45,134 20,597 0 0 0 0 0 65,731 

産業活動の支援 
・リサイクル施設整備補助：53件 
・処理能力の向上：594千トン/年 

25,589 27,339 43,068 49,019 18,591 4,449 14,142 163,606 

適正処理の推進 
・夜間・休日パトロール：610回/年 
・不法投棄ホットライン通報：96件/年 

3,590 28,926 42,163 39,520 24,333 7,203 17,130 138,532 

普及啓発 
・認定リサイクル製品数：295→308 

597 410 346 305 151 40 111 1,809 

計 74,910 77,272 85,577 88,844 43,075 11,692 31,383 369,678 

※「使途」欄の事業実績数値は、H16～R6年度（「適正処理の推進」は R6年度） 
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(5) その他３Ｒの推進に関する取組 

ア 農業用使用済プラスチックの適正処理 

県では、農業用使用済プラスチックの適正処理を促進するため関係機関、関係団体、フィルム

販売業者等で構成する「山口県農業用プラスチック適正処理推進協議会」を平成元(1989)年に 

設立している。以降、この協議会を中心として、地域における回収体制を整備するとともに、  

適正処理啓発用ポスター等の作成・配布、Ｗｅｂサイトの開設、市町・農協等の担当者研修会の

開催、農協等による地域協議会の活動支援等を行っている。 

なお、令和６(2024)年度の農業用使用済プラスチックの総排出量は118トン、再生処理量は 

150トンであり、再生処理率は127％である。 

 

イ 家畜排せつ物の堆肥利用 

家畜排せつ物は、生糞のままでは

特有の臭気、色、粘性があり、取扱い

に難がある。 

また、そのまま農地に施用する 

ことは、作物に悪影響を与える恐れ

があるため、堆肥化処理又は乾燥 

処理が必要である。 

家畜排せつ物の良質堆肥化は、循環型農業を推進する上で重要な要素であるとともに、化学 

肥料や農薬の使用を低減した安全で高品質な農産物の安定生産や環境への負荷低減の観点から、

良質堆肥の製造・利用拡大に向けた取組を進めていくこととしている。 

 

ウ 建設廃棄物の適正処理 
建設廃棄物の適正処理を図るため、「建設廃棄物処理指針」（環境省）及び「建設副産物適正処理

推進要綱」（国土交通省）により、排出量の抑制、再生利用の具体的な実施方法、マニフェスト   

システムの利用による適正処理等について関係事業者への指導を行っている。 

今後も、資源の有効利用と資源循環型社会の構築の観点から、「排出の抑制」「再使用」「再生

利用（熱回収を含む）」「適正処理」の徹底と推進に努めていくこととしている。 

 

エ 容器包装リサイクルの推進 

容器包装リサイクル法では、私たちの生活から出るごみの容積比で６～７割、重量比で２～３割

を占める容器包装廃棄物の減量化、リサイクルの推進を図るため、消費者、市町、事業者の役割を

明確にし、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化を実施している。 

県では、「第10期山口県分別収集促進計画」(令和４(2022)年８月)を策定している。分別収集

する容器包装廃棄物の種類及び分別収集開始年度は市町により異なるが、県内の19市町全てが、

分別収集計画を策定している。 

  

図２－７　家畜排せつ物の処理方式

家畜排せつ物

・悪臭の消失

・取扱い容易

・土壌改善効果

・肥料効果

乾燥処理

堆肥化処理
（好気性発酵）

・低水分
　（40～65%）・高水分

　（80～90%）
オガクズ、イナワラ、モ
ミガラ等と混合・水分調
整、切り返し、腐熟

・悪臭、取扱い
　困難

・作物への悪
　影響

24



第２章 循環型社会の形成 

25 

表２－５ 分別収集実績等（令和６年度） （単位：t） 

廃棄物 
計画 

収集量① 

分別収集 

実績② 

収集率 

②/① 

再商品化 

実績③ 

再商品化率 

③/② 

計画 

市町数 

実施 

市町数 

無色ガラス  2,379  1,920  81％  1,847  96％ 19 19 

茶色ガラス  3,018  3,089 102％  2,528  82％ 19 19 

その他ガラス  1,421  1,537 108％  1,040  68％ 19 19 

ペットボトル  2,552  2,859 112％  2,576  90％ 19 19 

その他紙  1,480  1,344  91％  1,208  90％ 10  6 

その他プラスチック 11,651 11,112  95％  9,962  90％ 16 14 

スチール缶  1,032   959  93％   776  81％ 19 19 

アルミ缶  1,751  1,939 111％  1,562  81％ 19 19 

紙パック   103   91  89％   91 100％ 16 11 

段ボール  5,958  5,287  89％  5,281 100％ 19 18 

合計 31,345 30,137  96％ 26,869  89％ － － 

注）四捨五入により合計が一致しない場合がある  

 ※参考（容器包装廃棄物の排出量の見込み72,872(Ａ)） 

令和６年度分別見込回収率（31,345／Ａ） 43.0％ 

令和６年度分別実績回収率（30,137／Ａ） 41.4％ 

 

オ 廃家電等のリサイクルの推進 

家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、資源有効利用促進法等に基づく、消費者、小売  

業者、再資源化業者等の適切な役割分担の下、排出、回収、リサイクル、適正処理が促進される

よう、市町等と連携し、普及啓発、指導を行っている。 

 

カ やまぐちエコタウンの推進 

県内市町の焼却施設から排出される焼却灰等について、有害なダイオキシン類の分解や塩分 

及び金属類等の除去を行い、普通セメントの原材料として再資源化する「ごみ焼却灰セメント 

原料化施設」が平成14(2002)年４月から稼動し、国内で初めて全県を対象に開発したリサイクル

システムとして実用化している。 

現在、県内18市町から排出され、原料化された処理灰等は、県内のセメント工場において、  

セメント原料である粘土の代替材として活用されている。 

 

キ 産業廃棄物税の活用 

県では、平成16(2004)年４月から産業廃棄物税を導入し、その税収を活用して、産業廃棄物の

排出抑制や減量化、リサイクルの促進を図り、循環型社会の形成に向けた取組を進めている。 

 

表２－６ 産業廃棄物税の税収額の推移と活用状況                      (単位：万円) 

年度 
H16 

～20 
H21 

～25 
H26 

～30 
R1 

～5 
R6 

～R7 

  
H16 

～R7 R6 
R7 

(予算) 

税収額 124,504 111,374 116,743 104,244 32,531 16,031 16,500 489,396 

使
途
（
※
） 

環境インフラ整備の支援 
・東見初処分場：H20.11供用開始 
・新南陽処分場：H26. 4供用開始 

45,134 20,597 0 0 0 0 0 65,731 

産業活動の支援 
・リサイクル施設整備補助：53件 
・処理能力の向上：594千トン/年 

25,589 27,339 43,068 49,019 18,591 4,449 14,142 163,606 

適正処理の推進 
・夜間・休日パトロール：610回/年 
・不法投棄ホットライン通報：96件/年 

3,590 28,926 42,163 39,520 24,333 7,203 17,130 138,532 

普及啓発 
・認定リサイクル製品数：295→308 

597 410 346 305 151 40 111 1,809 

計 74,910 77,272 85,577 88,844 43,075 11,692 31,383 369,678 

※「使途」欄の事業実績数値は、H16～R6年度（「適正処理の推進」は R6年度） 
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(5) その他３Ｒの推進に関する取組 

ア 農業用使用済プラスチックの適正処理 

県では、農業用使用済プラスチックの適正処理を促進するため関係機関、関係団体、フィルム

販売業者等で構成する「山口県農業用プラスチック適正処理推進協議会」を平成元(1989)年に 

設立している。以降、この協議会を中心として、地域における回収体制を整備するとともに、  

適正処理啓発用ポスター等の作成・配布、Ｗｅｂサイトの開設、市町・農協等の担当者研修会の

開催、農協等による地域協議会の活動支援等を行っている。 

なお、令和６(2024)年度の農業用使用済プラスチックの総排出量は118トン、再生処理量は 

150トンであり、再生処理率は127％である。 

 

イ 家畜排せつ物の堆肥利用 

家畜排せつ物は、生糞のままでは

特有の臭気、色、粘性があり、取扱い

に難がある。 

また、そのまま農地に施用する 

ことは、作物に悪影響を与える恐れ

があるため、堆肥化処理又は乾燥 

処理が必要である。 

家畜排せつ物の良質堆肥化は、循環型農業を推進する上で重要な要素であるとともに、化学 

肥料や農薬の使用を低減した安全で高品質な農産物の安定生産や環境への負荷低減の観点から、

良質堆肥の製造・利用拡大に向けた取組を進めていくこととしている。 

 

ウ 建設廃棄物の適正処理 
建設廃棄物の適正処理を図るため、「建設廃棄物処理指針」（環境省）及び「建設副産物適正処理

推進要綱」（国土交通省）により、排出量の抑制、再生利用の具体的な実施方法、マニフェスト   

システムの利用による適正処理等について関係事業者への指導を行っている。 

今後も、資源の有効利用と資源循環型社会の構築の観点から、「排出の抑制」「再使用」「再生

利用（熱回収を含む）」「適正処理」の徹底と推進に努めていくこととしている。 

 

エ 容器包装リサイクルの推進 

容器包装リサイクル法では、私たちの生活から出るごみの容積比で６～７割、重量比で２～３割

を占める容器包装廃棄物の減量化、リサイクルの推進を図るため、消費者、市町、事業者の役割を

明確にし、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化を実施している。 

県では、「第10期山口県分別収集促進計画」(令和４(2022)年８月)を策定している。分別収集

する容器包装廃棄物の種類及び分別収集開始年度は市町により異なるが、県内の19市町全てが、
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図２－７　家畜排せつ物の処理方式

家畜排せつ物

・悪臭の消失

・取扱い容易

・土壌改善効果

・肥料効果

乾燥処理

堆肥化処理
（好気性発酵）

・低水分
　（40～65%）・高水分

　（80～90%）
オガクズ、イナワラ、モ
ミガラ等と混合・水分調
整、切り返し、腐熟

・悪臭、取扱い
　困難

・作物への悪
　影響
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３３．．適適正正処処理理体体制制のの確確保保  
 

(1) 不法投棄等の不適正処理防止体制の確保 

ア 監視指導体制等 

(ｱ) 産業廃棄物監視パトロール 

岩国、周南、山口、宇部の各健康福祉センターに、「山口県産業廃棄物監視パトロール班」

（各班警察官ＯＢ１名配置）を設置し、広域的な監視指導を行い、不法投棄等不適正処理の 

早期発見、未然防止等を図っている。 

 

(ｲ) 夜間不法投棄パトロール 

不法投棄等の早期発見、早期対応や未然防止を図るため、警備会社に委託し、平日の夜間や

土日、休日（延べ540日）における監視パトロールを実施している。 

 

(ｳ) スカイパトロール 

山口県消防防災ヘリコプターにより、上空から、山間部等における不適正処理の監視や産業

廃棄物最終処分場等の処理施設の実態把握等を年３回実施している。 

 

(ｴ) ドローンの活用 

機動的かつ効果的な監視を行うため、ドローンを配備して

上空からの撮影を行っている。 

さらに、ドローンを活用した廃棄物測量システムを導入

し、不適正処理の早期発見や監視指導に活用している。 

 

(ｵ) 不適正処理対策監視カメラの設置 

不適正処理情報のある場所を24時間定点監視するため、不適正処理対策監視カメラを  

「山口県産業廃棄物監視パトロール班」及び各健康福祉センターに配備している。 

 

(ｶ) 山口県・下関市産業廃棄物適正処理推進連絡会議 

全県的な適正処理推進体制の充実・強化を図るため、下関市と合同会議を開催している。 

 

(ｷ) 市町職員の県職員への併任 

市町職員を県職員に併任し、産業廃棄物に係る立入検査の権限を付与し、併任された市町 

職員が不法投棄等を発見した場合に、現場確認や保全等の初期対応を可能にするなど市町と 

協働した監視体制を図っている。（令和６(2024)年度：18市町（151名）） 

 

(ｸ) 山口県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会 

海上保安部、警察本部、下関市等からなる協議会を設置し、関係機関と緊密に連携、情報  

交換等を図ることにより、一層の産業廃棄物の不適正処理防止対策に努めている。 

 

(ｹ) 不法投棄等連絡協議会 

各健康福祉センターに、住民、市町、業界団体、警察署等からなる協議会を設置し、不法  

投棄など不適正処理に関する情報交換を行うとともに地域に即した対策、啓発等の取組を実施

している。 

  

ドローン 
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２２．．適適正正処処理理のの推推進進  
 

(1) 排出事業者責任の徹底 

廃棄物処理法において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において 

適正に処理しなければならないとされており、産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した

場合であっても、排出事業者が重要な処理責任を有している。 

県では、講習会等の開催により、排出事業者の法令遵守の重要性・必要性の認識を深めるととも

に、業界全体での機運醸成を図ることで、適正処理の促進と不適正処理の未然防止を図っている。 

 

(2) ＰＣＢ廃棄物処理の促進 

ＰＣＢ特別措置法及び「山口県ＰＣＢ廃棄物処理計画」に基づき、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正

な処理の促進を図っている。 

継続保管されているＰＣＢ廃棄物（低濃度ＰＣＢ廃棄物及び新たに発見された高濃度ＰＣＢ廃棄

物）の処理が終了するまでの間、その適正管理を徹底するため、保管事業者に対し、ＰＣＢ特別  

措置法に基づく保管状況等の届出や廃棄物処理法に基づく適正な保管について、監視・指導を  

行っている。 

また、低濃度ＰＣＢ廃棄物の実態把握のための取組を推進するとともに、令和８(2026)年度末 

までに廃棄物処理法に基づき、国が認定した無害化処理施設又は都道府県知事が許可した施設に 

よる早期処理を図っている。 

 

(3) 処理施設等に対する監視指導の強化 

産業廃棄物の処理については、大規模な不適正事案が発生等する都度、廃棄物処理法等の規制 

強化が図られているが、依然として不適正事案は減少していない。 

適正処理を推進するため、排出事業者、産業廃棄物処理業者等に対する監視、指導等を重点的に

実施している。 

また、「山口県循環型社会形成推進条例」により、産業廃棄物の保管の届出など、適正処理のた

めの県独自の規制も実施している。 

 

表２－７ 排出事業場等の監視指導状況（令和６年度）   

区分 排出事業場 収集運搬業 
中間処理施設 
最終処分場 

合計 

対象事業者数 － 3,906 238 － 

立入件数 864 440 595 1,899 

 

(4) ダイオキシン類対策の推進 

ごみ焼却施設等の設置者に対し、ダイオキシン類の排出ガス等の測定による排出基準の遵守状況

や施設の適正な維持管理について、監視指導の徹底を図るとともに、測定結果の公表により、  

「山口県ダイオキシン類対策指針」に定めているダイオキシン類排出量の削減目標の達成に努めて

いる。 

 

(5) 災害廃棄物処理対策の推進 

被災地における災害廃棄物が迅速かつ適正に処理されるよう、市町の「災害廃棄物処理計画」の

改定や、広域的な連携・協力体制の確保に必要な指導・助言を行っている。 

また、大規模災害の発生時に円滑な災害廃棄物の処理体制を確保できるよう、国や知事会、関係

団体等の協力体制の確保と的確な運用に取り組んでいる。 
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合計 

対象事業者数 － 3,906 238 － 

立入件数 864 440 595 1,899 

 

(4) ダイオキシン類対策の推進 

ごみ焼却施設等の設置者に対し、ダイオキシン類の排出ガス等の測定による排出基準の遵守状況

や施設の適正な維持管理について、監視指導の徹底を図るとともに、測定結果の公表により、  

「山口県ダイオキシン類対策指針」に定めているダイオキシン類排出量の削減目標の達成に努めて

いる。 

 

(5) 災害廃棄物処理対策の推進 

被災地における災害廃棄物が迅速かつ適正に処理されるよう、市町の「災害廃棄物処理計画」の

改定や、広域的な連携・協力体制の確保に必要な指導・助言を行っている。 

また、大規模災害の発生時に円滑な災害廃棄物の処理体制を確保できるよう、国や知事会、関係

団体等の協力体制の確保と的確な運用に取り組んでいる。 
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(2) 海洋ごみの適正処理体制の確保 

平成21(2009)年７月に、海岸漂着物対策の推進を図るため、「美しく豊かな自然を保護するため

の海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」 

（「海岸漂着物処理推進法」）が制定・施行されている。 

こうした中、県では、海岸漂着物等による環境、漁業、観光等への深刻な影響に鑑み、「やまぐち

の美しい里山・海づくり条例」を踏まえながら海岸漂着物処理推進法に基づく「山口県海岸漂着物

対策推進地域計画」を平成23(2011)年９月に策定している。 

その後、近年の海洋プラスチックごみ対策や漂流ごみ等の処理推進などの世界的な動き及び国の

取組を反映して、より確実に海岸漂着物対策を推進するため、令和３(2021)年３月、地域計画を  

改定し、通称名を「やまぐち海洋ごみアクションプラン」とした。 

具体的取組として、市町等による海洋ごみの回収・処理

対策を支援するとともに、日韓８県市道による一斉清掃の

実施や、啓発パンフレット「プラスチックモンスターを 

やっつけよう！」の活用など、普及啓発・環境学習を通じた

発生抑制対策にも積極的に取り組んでいる。 

また、県民、事業者、市町等からなる「山口県海岸漂着

物対策推進協議会」を設置し、日韓海峡海岸漂着ごみ一斉

清掃をはじめとする海岸の清掃活動等を県民運動として

展開しており、令和６(2024)年度の海岸清掃活動等の参加

人数は20,106人、ごみ回収量は300トンであった。 

なお、令和５(2023)年度の河川・海岸清掃活動の参加人数は、81,279人である。 

 

(3) 優良産廃処理業者の育成支援 

県の主催又は（一社）山口県産業廃棄物協会への業務委託により、排出事業者や処理業者を対象

に講習会等を開催し、電子マニフェストや廃棄物の適正処理等の啓発、周知徹底を行い、優良   

事業者育成を図っている。（令和６(2024)年度講習会等参加者132人。また、講習会等の一部を   

オンデマンド配信で実施） 

また、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすくする環境を整備することで、産業

廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を推進するため「優良産業廃棄物処理 

業者認定制度」の普及に努めている。 

さらに、令和３(2021)年度から、優良認定を取得する環境を整備し新たな優良産廃処理業者を 

育成するとともに、優良産廃処理業者による人材の確保育成、就業環境の整備その他の取組を支援

するための各種補助事業を実施している。 

 

(4) 公共関与による広域処理体制の推進 

公共関与による広域最終処分場の確保については、排出事業者責任の原則の下で、県、市町、  

関係団体、民間事業者等官民共同により整備を推進することとし、東見初広域最終処分場    

（平成20(2008)年11月供用開始）と新南陽広域最終処分場（平成26(2014)年４月供用開始）での  

産業廃棄物の全県的な受入体制により適正処理の確保に努めている。 

また、将来にわたり、県内での適正処理体制が確保されるよう、既設広域最終処分場の埋立状況、

県内事業者の排出状況等を踏まえ、後継の広域最終処分場の整備に向けて検討を進めることとして

いる。 

こうした中、後継処分場の整備に長期間を要することから、廃棄物を現在受け入れている既設 

広域最終処分場の受入期間の延長が必要であり、その延命化手法についても検討を進めている。 
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イ 不適正処理情報収集体制 

(ｱ) 不法投棄ホットライン 

フリーダイヤル（0120-538-710）によるホットラインを設置し、廃棄物・リサイクル対策課、

各健康福祉センター及び下関市が土日を含め24時間体制で、不適正処理に関する情報を受け 

付けている。 

また、Ｅメール（fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp）による受付も行っている。 

 

(ｲ) 不法投棄等監視連絡員 

各健康福祉センターが不法投棄等監視連絡員（県内83名）を委嘱し、不適正処理に関する 

通報を受けるとともに、不法投棄等連絡協議会において情報交換を行っている。 

 

(ｳ) 郵便局との協力協定 

県内郵便局と県とが協力協定を締結し、不適正処理の早期発見・対応を図っている。 

 

ウ 産業廃棄物適正処理推進対策 

毎年６月を「不法投棄防止対策強化月間」とし、市町、警察署等、関係機関との合同パトロー

ルや産業廃棄物排出事業者及び処理業者の重点的な監視を実施し、産業廃棄物の不法投棄などの

不適正処理防止及び啓発活動に努めている。 

９月から10月を「産業廃棄物適正処理推進期間」とし、期間中に最終処分場の一斉監視や野外

焼却等の集中監視を実施し、適正処理について強力な指導を行っている。 

 

エ 産業廃棄物処理業者情報検索システム等の運用 

産業廃棄物処理業者に関する許可情報を排出事業者等に「県庁Ｗｅｂサイト」で常時提供する

システムを運用している。 

また、平成21(2009)年度から「山口県循環型社会形成推進条例」に規定する県外産業廃棄物に

関する届出等について、Ｗｅｂサイトを通じて迅速に行うことができるように、「山口県産業  

廃棄物管理システム」による電子申請サービスを運用している。 

さらに、システム改良として、産業廃棄物処理に係る監視指導情報を有効活用するデータ  

ベースの整備や、下関市長許可の検索も行えるよう改修し、県民の利便性の向上を図っている。 

 

オ 産業廃棄物処理に係る調査 

産業廃棄物排出事業場、処理施設等における産業廃棄物の適正処理を確保するため、毎年、  

産業廃棄物等の分析検査を行っている。 

 
表２－８ 産業廃棄物等に係る分析検査状況（令和６年度） 

調査名 対象施設等 結果 

産業廃棄物中間処理
施設等に係る検査 

汚泥処理物等（７排出事業場等） 
１施設で土壌環境基準を超えた汚泥処理
物が確認された。 

産業廃棄物最終処分
場等に係る検査 

浸透水や排出水等（75施設） 全て維持管理基準以下 

産業廃棄物処理施設
周辺等の環境調査 

中間処理施設及び最終処分場の周辺河川 全て環境基準以下 

ダイオキシン類削減
対策事業（発生源監視
等） 

産業廃棄物焼却
施設（８施設） 

排出ガス（８施設） 0.0000036～1.4ng-TEQ/m3N（※） 

ばいじん（３施設） 0.00011～1.7ng-TEQ/g 

焼却灰（３施設） 0.0000072～0.023ng-TEQ/g 

※１事業者が排出ガス基準を超過したため、改善命令を発出 
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(2) 海洋ごみの適正処理体制の確保 

平成21(2009)年７月に、海岸漂着物対策の推進を図るため、「美しく豊かな自然を保護するため

の海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」 

（「海岸漂着物処理推進法」）が制定・施行されている。 

こうした中、県では、海岸漂着物等による環境、漁業、観光等への深刻な影響に鑑み、「やまぐち

の美しい里山・海づくり条例」を踏まえながら海岸漂着物処理推進法に基づく「山口県海岸漂着物

対策推進地域計画」を平成23(2011)年９月に策定している。 

その後、近年の海洋プラスチックごみ対策や漂流ごみ等の処理推進などの世界的な動き及び国の

取組を反映して、より確実に海岸漂着物対策を推進するため、令和３(2021)年３月、地域計画を  

改定し、通称名を「やまぐち海洋ごみアクションプラン」とした。 

具体的取組として、市町等による海洋ごみの回収・処理

対策を支援するとともに、日韓８県市道による一斉清掃の

実施や、啓発パンフレット「プラスチックモンスターを 

やっつけよう！」の活用など、普及啓発・環境学習を通じた

発生抑制対策にも積極的に取り組んでいる。 

また、県民、事業者、市町等からなる「山口県海岸漂着

物対策推進協議会」を設置し、日韓海峡海岸漂着ごみ一斉

清掃をはじめとする海岸の清掃活動等を県民運動として

展開しており、令和６(2024)年度の海岸清掃活動等の参加

人数は20,106人、ごみ回収量は300トンであった。 

なお、令和５(2023)年度の河川・海岸清掃活動の参加人数は、81,279人である。 

 

(3) 優良産廃処理業者の育成支援 

県の主催又は（一社）山口県産業廃棄物協会への業務委託により、排出事業者や処理業者を対象

に講習会等を開催し、電子マニフェストや廃棄物の適正処理等の啓発、周知徹底を行い、優良   

事業者育成を図っている。（令和６(2024)年度講習会等参加者132人。また、講習会等の一部を   

オンデマンド配信で実施） 

また、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすくする環境を整備することで、産業

廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を推進するため「優良産業廃棄物処理 

業者認定制度」の普及に努めている。 

さらに、令和３(2021)年度から、優良認定を取得する環境を整備し新たな優良産廃処理業者を 

育成するとともに、優良産廃処理業者による人材の確保育成、就業環境の整備その他の取組を支援

するための各種補助事業を実施している。 

 

(4) 公共関与による広域処理体制の推進 

公共関与による広域最終処分場の確保については、排出事業者責任の原則の下で、県、市町、  

関係団体、民間事業者等官民共同により整備を推進することとし、東見初広域最終処分場    

（平成20(2008)年11月供用開始）と新南陽広域最終処分場（平成26(2014)年４月供用開始）での  

産業廃棄物の全県的な受入体制により適正処理の確保に努めている。 

また、将来にわたり、県内での適正処理体制が確保されるよう、既設広域最終処分場の埋立状況、

県内事業者の排出状況等を踏まえ、後継の広域最終処分場の整備に向けて検討を進めることとして

いる。 

こうした中、後継処分場の整備に長期間を要することから、廃棄物を現在受け入れている既設 

広域最終処分場の受入期間の延長が必要であり、その延命化手法についても検討を進めている。 
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イ 不適正処理情報収集体制 

(ｱ) 不法投棄ホットライン 

フリーダイヤル（0120-538-710）によるホットラインを設置し、廃棄物・リサイクル対策課、

各健康福祉センター及び下関市が土日を含め24時間体制で、不適正処理に関する情報を受け 

付けている。 

また、Ｅメール（fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp）による受付も行っている。 

 

(ｲ) 不法投棄等監視連絡員 

各健康福祉センターが不法投棄等監視連絡員（県内83名）を委嘱し、不適正処理に関する 

通報を受けるとともに、不法投棄等連絡協議会において情報交換を行っている。 

 

(ｳ) 郵便局との協力協定 

県内郵便局と県とが協力協定を締結し、不適正処理の早期発見・対応を図っている。 

 

ウ 産業廃棄物適正処理推進対策 

毎年６月を「不法投棄防止対策強化月間」とし、市町、警察署等、関係機関との合同パトロー

ルや産業廃棄物排出事業者及び処理業者の重点的な監視を実施し、産業廃棄物の不法投棄などの

不適正処理防止及び啓発活動に努めている。 

９月から10月を「産業廃棄物適正処理推進期間」とし、期間中に最終処分場の一斉監視や野外

焼却等の集中監視を実施し、適正処理について強力な指導を行っている。 

 

エ 産業廃棄物処理業者情報検索システム等の運用 

産業廃棄物処理業者に関する許可情報を排出事業者等に「県庁Ｗｅｂサイト」で常時提供する

システムを運用している。 

また、平成21(2009)年度から「山口県循環型社会形成推進条例」に規定する県外産業廃棄物に

関する届出等について、Ｗｅｂサイトを通じて迅速に行うことができるように、「山口県産業  

廃棄物管理システム」による電子申請サービスを運用している。 

さらに、システム改良として、産業廃棄物処理に係る監視指導情報を有効活用するデータ  

ベースの整備や、下関市長許可の検索も行えるよう改修し、県民の利便性の向上を図っている。 

 

オ 産業廃棄物処理に係る調査 

産業廃棄物排出事業場、処理施設等における産業廃棄物の適正処理を確保するため、毎年、  

産業廃棄物等の分析検査を行っている。 

 
表２－８ 産業廃棄物等に係る分析検査状況（令和６年度） 

調査名 対象施設等 結果 

産業廃棄物中間処理
施設等に係る検査 

汚泥処理物等（７排出事業場等） 
１施設で土壌環境基準を超えた汚泥処理
物が確認された。 

産業廃棄物最終処分
場等に係る検査 

浸透水や排出水等（75施設） 全て維持管理基準以下 

産業廃棄物処理施設
周辺等の環境調査 

中間処理施設及び最終処分場の周辺河川 全て環境基準以下 

ダイオキシン類削減
対策事業（発生源監視
等） 

産業廃棄物焼却
施設（８施設） 

排出ガス（８施設） 0.0000036～1.4ng-TEQ/m3N（※） 

ばいじん（３施設） 0.00011～1.7ng-TEQ/g 

焼却灰（３施設） 0.0000072～0.023ng-TEQ/g 

※１事業者が排出ガス基準を超過したため、改善命令を発出 
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第３章  いのちと暮らしを支える生物多様性の保全 
第１節  最近の動向 
私たちは、長い歴史を通じて、農林漁業などにより、多くの生き物を自然からの潤沢な恵みとして

享受してきた。そして、この豊かな自然を生活に潤いをもたらす大切なフィールドとして、また、  

人間形成においても感性を育み、心豊かにしてくれる重要な要素として大事に守り、引き継いできた。 

しかしながら、人による広範な開発や地球温暖化の進行、また、人口減少等に伴う里地里山の荒廃、

外来生物の侵入等の要因により、現在、生物多様性の確保は重要な課題となっている。 

国においては、平成４(1992)年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」を  

制定し、平成５(1993)年には「生物多様性条約」を締結しており、以降、同条約６条に基づき、「生物

多様性国家戦略」の策定・改定を行ってきている。「生物多様性国家戦略」は、平成20(2008)年に「生

物多様性基本法」が制定されてからは、同法11条に基づく基本的な計画としても位置付けられている。 

最近の情勢として、令和４(2022)年12月に生物多様性条約締結国会議（ＣＯＰ15）において、   

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、令和12(2030)年までに生物多様性の損失を  

止め、回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ（自然再興）」の実現、令和32(2050)年までに「自然

と共生する社会」の実現を目指し、令和12(2030)年までに陸と海の30％以上を保全する30by30目標 

などが設定された。国においても、令和５(2023)年３月には「生物多様性国家戦略」の改定が行われ、

30by30目標達成のため、民間の取組等により生物多様性の保全が図られている地域を「自然共生サイ

ト」として認定する制度が創設されるなど、新しい世界目標の実現への対応を図ることとしている。 

県では、平成25(2013)年に策定した「山口県環境基本計画（第３次計画）」の第２章第３節「いのち

と暮らしを支える生物多様性の保全」を、生物多様性基本法に規定する「生物多様性地域戦略」とし

て位置づけ、生物多様性の保全に向けた施策を推進してきたところであるが、こうした国の動きに呼

応して、令和６(2024)年７月に「生物多様性やまぐち戦略」を改定し、30by30目標達成に資する取組

等について新たに計画へ盛り込んだ。 

令和６(2024)年３月には、民間団体など多様な主体による生物多様性の保全を促進するため、生物

多様性地域連携促進法（平成22年法律第72号）第13条に基づく「やまぐち生物多様性センター」を  

設置し、令和６(2024)年11月には「やまぐち生物多様性応援宣言企業・団体登録」制度及び「やまぐ

ち生物多様性パートナー企業・団体認定」制度を創設することで推進体制を整備した。 

また、令和７(2025)年３月には「桜郷銅山跡農村公園自然共生サイト（申請者：山口県、山口市）」

及び「里山ビオトープ二俣瀬（申請者：宇部市）」の２箇所が県内初の自然共生サイトとして環境大臣

に認定された。 

今後、県内において生物多様性保全の活動の輪を広げ、自然共生サイト認定箇所を増やしていくた

め、新たに創設した制度によるマッチングや「自然共生サイト」の登録に必要な情報の提供、アドバ

イスなどを行っていくこととしている。 

このほか、希少野生動植物保護対策として、平成14・15(2002・2003)年に希少種保全の基礎資料と

なる「レッドデータブックやまぐち」を発行し、平成30(2018)年に「山口県レッドリスト2018」を、

平成31(2019)年３月に「レッドデータブックやまぐち2019」を公開するとともに、平成17(2005)年に

は県希少野生動植物種保護条例を制定し、令和７(2025)年３月末現在、植物２種、動物２種を指定  

希少種に指定している。 

また、外来種が生物多様性や県民生活を脅かす大きな要因となっているため、平成30(2018)年には、

外来種の侵入状況を明らかにし、県民の関心を高め、適切な行動を促すため「山口県外来種リスト」

を作成した。 

一方で、近年、野生鳥獣による農林業や生活環境への被害、自然生態系への影響等が深刻な状況と

なっており、野生鳥獣の生息数の適正化が重要な課題となっている。このため、令和４(2022)年３月
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(5) 処理施設設置に係る事前協議の推進 

事業者及び処理業者による産業廃棄物処理施設の円滑な設置を図るため「山口県産業廃棄物処理

施設等の設置に関する指導要綱」に基づき、必要な指導を行っている。 

また、産業廃棄物処理施設の整備やダイオキシン類対策等の施設の高度化を促進するため、県の

融資制度や、その他の公的資金の活用について必要な指導等を行っている。 

なお、処理技術等に関する情報を収集し、事業者及び処理業者に対して、施設の設置に係る技術

指導や必要な情報提供を行っている。 

 

(6) 災害廃棄物処理体制の確保 

東日本大震災等の大規模災害を踏まえ、国では、「災害廃棄物対策指針（平成26(2014)年３月  

策定）」に基づき、各自治体に災害廃棄物処理計画の策定を求めている。 

また、平成27(2015)年７月には、廃棄物処理法及び災害対策基本法を改正し、平時から発災時  

までの切れ目ない災害廃棄物処理の仕組みを整備している。 

こうした動きを受け、県では、南海トラフ巨大地震等の大規模災害に伴う災害廃棄物を迅速・  

適切に処理できるよう、平成28(2016)年５月に災害廃棄物処理計画を策定している。 

また、今後は、広域的な処理体制の整備を図ることとしている。 

 

図２－８ 災害廃棄物に係る国や都道府県間の広域的な相互協力体制 

 

４４．．循循環環型型社社会会をを担担うう人人づづくくりり・・地地域域づづくくりり  
 

(1) 環境学習・環境教育の推進 

県では、廃棄物の３Ｒ、適正処理及び海洋ごみ対策の必要性等に関して、県民の正しい理解と  

協力を得て、自主的な取組が促進されるよう、市町や教育機関等と連携・協働し、学校や地域社会

で環境学習・環境教育を推進することで、循環型社会の形成に関する情報の発信に努めている。 

 

(2) 普及啓発及び情報発信 

廃棄物の３Ｒに係る取組について、強力な発信力を持つ媒体と連携・協力し、普及啓発イベントの

実施や、デジタルサイネージ及びＳＮＳを活用した情報発信等により、県民への周知を図っている。 
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